
平成 29年度 宝達志水町男女共同参画審議会

日時 :平成 30年 3月 13日 (火)午後 1時 30分～

場所 :町生涯学習センター「さくらドーム21」

2階 セミナー室

1 開会

2 町長あいさつ

3 委員紹介

4 議事案件

第 3次宝達志水町男女共同参画行動計画進捗状況について

5 その他

6 閉会

【配布資料】
第 3次宝達志水田丁男女共同参画行動計画
第 3次宝達志水町男女共同参画行動計画進捗状況
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町内各種団体の関係者 民生・児童委員協議会 会長 中 村 俊 夫

町内各種団体の関係者 校長会 宝達小学校校長 大 西   保

町内各種団体の関係者 宝達志水町商二会 理事 橋 本   誠

町内各種団体の関係者 」Aは くい 女性部顧問 羽 多 千枝子

町内各種団体の関係者 老人クラブ連合会 副会長 勝 二 國 郎
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学識経験のある者 公募 公募 北 山 芳 美

学識経験のある者 公募 公募 田 村 志津子

任期 :平成 30年 3月 31日 まで



宝達志水町男女共同参画行動計画進捗状況調査票

平成29年 10月 31日 現在

基本目標 I 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革

課題 1 あらゆる人々に対する男女共同参画の理解促進

(1)わかりやすい男女共同参画の広報・啓発活動の推進

①わかりやすく受け入れられやすい広報 。啓発活動の推進

②行政、企業・団体等への啓発推進

。「男女共同参画週間」「人権週間」等、多様な機会を通じた広報
・啓発

・マスメディア等多様な媒体による広報・啓発活動の実施

。情報推進課
広報誌への記事掲載、ケーブルテレビの撮影においては、男女差別につながる表現や撮

影に配慮 している。また、広報誌、ホームページ、ケーブルテレビ等では、住民に対 し、
男女共同参画への意識啓発を担当課を通 じて行うている。広報等の掲載については、固定

的概念で性別を特定した表現や女性軽視につながる表現などがあれば随時修正、担当課に

是正を求めている。
・住民課

広報誌やホームページ、ケーブルテレビなどをとおして情報提供 し、提供時は男女差別
につながる表現に引き続き配慮する。

・健康福祉課
広報するときは、男女差別につながらないように、表現に配慮 している。

・健康づくり推進室
広報、啓発等においては、誤解が生じないよう配慮 している。

・生涯学習課
生涯学習センター内に男女共同参画や人権問題等のポスター掲示やチラシ配本をとおし

て施設利用者への意識向上を図つている。

・男女共同参画に関する法令や日、県および町の計画についての広

報 。啓発

第 3次計画の策定後、町ホームページで公開している。

関係各F猥 (情報推進
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腕t、 建漿づくり推進
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。人権の尊重や男女共同参画に関する研修の充実
・企業や各種団体等が行う意識啓発や各種活動の支援

広報等への記載は、男女差別につながる表現に配慮し、今後も留意する。
・企画振興課

町商工会等に関係機関が発行 しているチラシやポスターを設置 して啓発を行つていき
たい。

・生涯学習課
行政として、県での研修会に参加 しているが、企業や団体等への活動支援や制度の啓発

活動では、具体的なことは行つていない。
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(2)男性や若い世代の男女共同参画の理解促進

①男性や若い世代の男女共同参画の理解促進

課題2 男女共同参画の視点に立った社会制度・サ
l貫行の見直し

(1)男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し

①男女共同参画苦情処理制度等の相談体制の充実

(2)男女共同参画に関する諸問題の調査・研究の充実

①意識調査・実態調査の実施および情報の収集

・男性や若い世代を対象に男女共同参画の意義を理解するための広
報啓発活動、学習機会の提供

・男性の育児への参画や家庭生活への参画を推進するための啓発及
び情報提供の実施

・各種啓発事業への男性や若い世代の積極的な参加促進

公民館講座やスポーン教室などの男性参加者も増えるような講座の開催により、男女共同
参画の意義を理解するための広報啓発活動を行つてきた。引き続き、性別、年代に関係な
く、老若男女が共に楽しめる講座や教室などを企画 し、男性や若い世代の積極的な参加を
推進 していく。

男女共同参画啓発紙芝居を使つて男女共同参画の意義を理解するため広報啓発活動を町内
2か所の放課後児童クラブで行つた。

・男女共同参画苦情処理機関の周知と適切な処理
・女性に関するあらゆる相談に対応できる体制の充実

県推進員による町文化祭での、男女共同参画に関するパネル展示、パンフレット配付、D
V防止に関する啓発ポスターの展示や、県男女共同参画推進員による活動を通 じて相談に対
応できるように努めた。

また、住民からの相談に対 して、関係機関の紹介や有用な情報提供など、相談があつた場
合の対応を道正に行えるよう努める。

。関係相談窓日の連携強化

・住民課
毎月実施 している困りごと相談をとおして、心配ごと相談、人権相談、行政相談だけで

なく幅広い相談業務を実施するとともに、複数の課に関係する相談について関係課と十分
な連携を図つていく。

・健康福祉課
関係機関と連携を密に取 り、適切・確実な対応を心掛けている。

・健康づくり推進室
関係機関、部署と連携 しながら、個々の場面に合わせて対応するように心がけている志
共通の応対ができるよう窓ロマニュアルを作成 している。

。生涯学習課
男女の別によるものでなく、一人一人に応 じた対応をするように心がけている。
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・男女共同参画に関する町民意識調査の定期的な実施
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・町が実施する各種調査における性別データの把握
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②町民、企業、団体等への情報の提供

課題 3 男女共同参画を推進し、多様な選択を可能にする教育・学習の充実

(1)学校における男女平等教育の推進

①初等中等教育における男女平等教育の推進

(2)家庭における男女共同参画教育の推進

①男女平等意識を育てる家庭教育の推進

②家庭教育に関する相談 体制の充実

・男女共同参画施策推進のための情報提供

男女共同参画に関する講演会 (ふ らつとミニセミナー)の開催や放課後児童クラブヘの出
前講座 (紙芝居)、 文化祭での男女共同参画パンフレットの配布、パープルジボンツリーと
メッセージカー ドの設置 (11月 )な ど情報提供を行つている。また、企業等への呼びかけ
や情報提供は実施していないが、県事業等でのパンフレット配布を実施している。

イ
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・男女共同参画に関する副読本等による男女平等教育の推進
。人権尊重の視点に立った男女平等教育の推進

小学校の道徳授業において男女の役割について考えさせ、男女が共に社会を築いていくと
いう意識を高めた。

中学校では、全教育活動で行つてお り、根本には「人間尊重の精神」を培 うこととする道

徳教育の目標実現がある。登校 してから下校するまでの間、例えばマラツン大会で女子の距
離が短いなどの性差への配慮以外、すべて平等の精神で活動を行つている。また、文部科学
省発干Jの 「私たちの道徳」を使い男女は互いに対等な構成員であることや互いに尊重しあう
ことについて考える機会を持ちている。

|:4極t輩女ィ:下言槃

・家庭教育テレビ番組等による学習機会の提供

教育テレビ番組等の放送などの情報提供や研修会などをとおして推進ができないため、笑
施 していない。

ナ
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・家庭教育電話相談、家庭教育カウンセリングの実施

い状況で、具体的に対応できるよう、体制の整備に努める。
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(3)地域における男女共同参画学習・教育の推進

①男女共同参画社会の形成をねらいとした学習機会の充実

。男女共同参画学習の機会提供
・公民館等の社会教育施設における
・各種啓発事業への男性の積極的な

学習
参加

機会の提供
促進

公民館講圧やスポーツ教室などは、平日や休 日、昼夜を問わず開催するなど、さまざま′ょ`
年代の町民が参加 しやすいように企画・運営し、開催 している。

公民館講座において、今後も、性別、年代に関係なく、老若男女が共に参加 しやすく、楽
しめる講座や教室などを企画し、機会の提供に努める。

lt」 !:学習lli`番 (
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基本 目標Ⅱ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大

課題4 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大

(1)行政機関における女性の参画の拡大

①町の審議会等委員への女性の参画拡大

・審議会等委員への女性の参画推進 (推薦団体等に対する協力要
請、職務指定の柔軟な対応を検討)

・行財政改革審議会     委員 9名 (女 1名 、男 8名 ) 11.1%
。宝達志水町顕彰選考委員会 委員 6名 (女 1名 、男 5名 ) 16.7%

・危機管理室
現時点では、女性委員はいないが役員改選等のタイミングで女性委員を選任するよう検

討する。
・防災会議         委員 18名 (女 0名、男 18名 )0.0%

・情報推進課
役員改選時に女性委員を選任するよう努めている。

・ケーブルテレビ放送番組審議会 委員 7名 (女 1名 、男 6名 )14.3%
・企画振興課

審議会や委員会等で、委員の選任の際に女性委員を積極的に登用 した。
・町地域交通会議 委員 11名 (女  3名 、男 8名) 27.3%
・町総合戦略会議 委員 20名 (女  5名 、男 15名 ) 25.0%

・住民課
各種審議会や委員会の構成員について、女性の登用推進に取 り組み、女性委員の比率が

向上したため、この状態を維持し、女性の参画推進に努める。
・人権擁護 委員 6名 (女  4名 、男 2名) 66.7%
・行政相談 委員 2名 (女  1名、男 1名 ) 50.0%

。税務課
男女関係なく参画を図るよう努める。

・農林水産課
関係団体に対 し、女性委員を積極的に選出するよう呼びかけている。

・健康福祉課
性別にこだわらない公平な登用を実施 している。

・要保護児童対策地域協議会
・子ども子育て会議
・国保運営協議会
・福祉有償運送運営協議会
・老人ホーム等入所判定委員会
・民生委員推薦会
・障害程度区分認定審査会
・障害者計画等策定委員会

介護認定審査会
介護保険策定委
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委員 9名  (女 3名、男 6名 )  33.3%
・高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営委員会

・在宅医療・介護連携推進1     
委員 12名 (女 1名 、男 11名 )   8.3%

協議会   委員 10名 (女 4名 、男 6名 )  40.0%
。議会事務局

議会選出委員は、性別にとらわれない視点に応じた対応を図つており、議会において
考慮し決定している。
・町議会議員 (選挙により選出)議員 12名 (女  0名、男 12名 )0.0%

・生涯学習課
生涯学習課の審議会や委員会は女性の選出を積極的に推進しているところであり、

引き続き、女性の選出を推進 していくょ
。社会教育委員会       委員
。図書館協議会       委員 1

・文化財保護審議会     委員
・青少年健全育成町民会議   委員 2
・男女共同参画審議会     委員 1

・スポーン推進審議会     委員 1

・財政課、地域整備課、会計課、健康づく 、宝達志水病院は該当なし。
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②町の管理・監督職員への女性の積極的任用および職域拡大

(2)企業・団体等における女性の参画促進

①企業や各種団体等の役職員等への女性の参画促進

(3)地域等における女性の参画の促進

①女性団体の活動支援

②女性の地域活動指導者の資質の向上

課題5 方針の立案・決定過程へ参画できる女性の人材養成

(1)女性がチャレンジできる社会づくり

①女性のチャレンジを促進する社会的気運の醸成

②女性のネットワークづくりへの支援

・町の管理・監督者への女性の積極的任用
・町の女性職員の職域拡大および能力開発

男女関係なく職員を採用しているほか、意欲と指導力のある有能な女性職員については、
積極的に登用することに努める。

総rケ課

・企業・各種団体等に対する資料提供 と協力依頼

してい Vイま

生撫:学習藤

。各種女性団体等の括動支援

町商工会女性部との連携を図つているが、具体的な活動支援を行うことは
していない。

生洋lititギ 1課

。男女共同参画社会の形成に資する研修会や交流会等の開催支援

談員の配置の必要性や関係機関のネットワークを構築するためにも、研修会や交流会の開
催回数を増やすなど、第 3次計画との連携を図る。

つ ミニセ ミ つにじて、

Ili言1:||を i聟 市架

,広報誌・広報番組による広報・啓発

男女共同参画制度やDV防止の啓発のほか、ふらっとミニセ ミナー (男女共同参画に関
する講演会)を通して、男女共同参画への意識啓発を広く行つた。また、公益財団法人い

しかわ女性基金と連携 し、女性の人材に関する情報の収集・提供に努める。

/ti)と
'｀
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・各種関係団体による交流促進・研修講座事業の実施

チラシを配布し、情報提供している。

ンフ レッ スの ビ工 し
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③女性の人材に関する情報の収集 。提供

(2)女性の意見を反映させる機会の拡大

①社会的、政治的問題に関する取組への支援

・各種関係団体の情報提供

各種団体に男女共同参画のパンフレットやビジネス講習会等のチ
ラシを配布 し、情報提供 している。公益財団法人いしかわ女性基金 と連携 し、女性の人
材に関する情報の収集・提供に努めた。 (い しかわ女性のチャレンジ賞―団体表彰)

生雄学習課

・行政情報へのアクセス拡大

・総務課
行財政改革審議会委員による行政参画

・危機管理室
今後、女性委員を選任 し、できるだけ意見を尊重して取り組む。

・情報推進課
委員会等においては、女性の意見を積極的に取 り入れて行けるよう心がけている。

統計等調査員の選任については、女性調査員の積極的登用に努めている。
・企画振興課

審議会や委員会等において、女性の意見を積極的に取り入れて行くよう心がけている。
・議会事務局

議会だよりやホームページを活用 し情報の充実を図れるよう、制作などにあたつては、
表現や内容を十分に確認 し、また意識強化 しながら人権尊重に努め、今後も行つていく。

・住民課
広報誌やホームページ、ケーブクレテレビなどをとおして、困りごと相談や無料法律相談

の開催を周知する。
・生涯学習課

委員会等においては、女性の意見を積極的に取 り入れて行けるよう心がけている。
・宝達志水病院

ホームページの充実を図つている。
・健康づくり推進室

健康づくり推進協議会や各種団体 (健康づくり推進員、食生活改善推進員)な どを通 じ
て、幅広く意見を聴収する機会を設けている。

・財政課、税務課、農林水産課、地域整備課、会計課、学校教育課、健康福祉課
該当なしまたは回答なし
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基本目標Ⅲ 職場 。家庭・地域において男女がともに個性 と能力を発揮できる社会の実現

課題 6 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

(1)雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

①男女雇用機会均等法等 の定着促進

②非正規労働者における労働条件の向上

③労働相談の実施

④積極的改善措置 (ポジティブ・アクション)の奨励

⑤企業等の取組の促進

(2)働 く女性の妊娠 。出産にかかわる保護

①法や制度の周知

・広報誌・啓発冊子による広報・啓発
と企業等を対象とした普及・啓発

公共施設等に関係機関が発行 しているポスターの掲示やパンフレットを設置 しF口文発に

努めた。

帝キ:出 :携("単 i来

・パー トタイム労働法、労働者派遣法の周知徹底

公共施設等に関係機関が発行 しているポスターの掲示やパンフレットを設置し啓発に

努めた。

ねli柱lf挽〔警寒言撃

・労働相談体制の強化

していない。今年度

1任 ,Ⅲ
li携―:;襲 1謗 !

・企業等を対象とした広報・啓発および好事例の収集・情報提供

して予ヽ ヤ

企,由 i辰―製潜t

。育児・介護休業法の周知徹底および育児体業・介護体業の取得状
況

の的確な把握

今年度は特に実施 していない。

・宝達志水町子ども 。子育て支援事業計画の周知徹底

広報、ケーブルテレビ等の広告媒体で適切に周知している。

・男女共同参画取組状況実態調査の実地および情報提供

今年度は特に実施 していない。

4と曲ilt(苺 lⅢ訳

甦戚郁柱 渤t

I鴻歳i携 :製1蝶

・労働基準法および男女雇用機会均等法の妊娠・出産後の健康管理
に関する規定の周知 ◆啓発

・セ ミナー、広報誌による周知・啓発
・育児・介護休業資金融資制度の周知
。ワークライフバランス企業の普及促進

してい ンフ レッ

め た

にス を

:監 :1由 iオみ〔9(1報
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課題 7 多様な就業を可能にする環境の整備

(1)女性の職業能力発揮に対する支援の充実

①就業および職業能力開発にかかる情報提供。相談の充実

(2)再就職希望者に対する支援の充実

①再就職への支援

(3)多様な生き方、多様な能力の発揮を可能にするための支援および就業環境の整備

①雇用・起業以外の就業環境の整備

②新たな就業形態における就業環境の整備

・就業に関する情報提供および相談の実施

エントランスに設置したり、町のホームページに

1 のロヽー ワー クは のヤ｀ か

掲載したりして周知した。

企 llli猿

'li諜

i女性就業援助促進のための相談および情報提供
。各種団体による研修講座事業の情報提供

ア町 カフェ石して、 ヨ

している出張相談を実施 した。
石川県

企碑i務〔興 i採

・商工会女性部活動に対する支援

PRを図つた。した 日

全 lltti被 製 ,i駅

・短時間正社員制度等に関する相談事業の実施、広報誌による啓発

してい い 。に

介コ』1,れこ興 I礫
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課題8 男女の仕事と生活の調和 (ワ ークライフバランス)の実現

(1)仕事と生活の調和 (ワ ークライフバランス)の推進

①仕事と生活の調和 (ワ ークライフバランス)の推進

②育児・介護を行う労働者の就労継統の支援

③育児・介護体業者の代替要員の確保

④社会的気運の醸成

(2)労働秦境の整備

①労働時間の短縮

― の

・ ワークライフバランス企業の普及促進
・セミナー、広報誌による周知 。啓発
・育児・介護休業資金融資制度の情報提供
・両立支援助成制度の周知

公共施設等に関係機関が発行しているポスターの掲示やパンフレットを設置 し啓発に

努めた。

・町職員の育児体業制度の周知および取得しやすい職場の雰囲気づ

くりの推進
。町の男性職員の育児休業等の取得促進に向けた取組の実施

し、育児休業制度について周知を行つている。
新規採用職員には、休暇制度について説明を行っている。
該当職員

埼|:Ⅲlri去く
'コ

II'照

能ヽ 1411.llt

・ファミリー・サポー ト制度の周知

広報、ケーブルテレビ等の広告媒体で適切に周知している。

・セ ミナー、広報誌による周知・啓発

公共施設等に関係機関が発行 しているポスタ▼の掲示やパンフレットを設置 し啓発に

努めた占

雌嘆竹li社 講t

れi`測 ,fれ,i´ (ドミ

・育児体業代替要員確保のための助成制度の周知・啓発

本年度は実施 していない。

1:14■′Ⅲ¬iギ fttt

・各種事業、制度の広報 。周知 (子 育て、ワークライフバランス

公共施設等に関係機関が発行 しているポスターの掲示やパンフレットを設置し啓発に

努めた。
・健康福祉課

広報、ケーブルテレビ等の広告媒体で適切に周知 している。

期孫 件課 (≒】伽:療輿
.諜、度璃こ精i樹薄1,

・労働時間等設定改善法の周知徹底
`11由

二十度郷
`勝

t

努めた。

してい

10
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②フレックスタイム制等の普及

(3)多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援

①多様な保育サービス等の充実

②子育てに関する相談体制等の充実

③子育てに関する地域交流の活性化

の イこ る

て ヤヽ ンフレットをス イこ

め

`11'lFI嘉

く!Jと 1群t

・延長保育、夜間保育、休日保育の実施
。病児・病後児に対する保育サービスの充実
。一時預かりやショー トステイなどのサービスの提供
・ファミリー・サポー ト事業の促進
・放課後児童クラブの充実
。障害児の受け入れ体制の充実

働く保護者、その他のやむを得ない事情により保育できない家庭のため、保育所・放課後
児童クラブを開設している。保育所では延長保育・休日保育・病後児保育を実施している。
保育所 。放課後児童クラブで対処できないものについては、ファミリーサポー トおよびシ

ョー トステイ等により対応する。

魁麟常I千 社「梁

・マイ保育園登録制度の普及
・子育て支援コーディネーターの養成 と全保育所への配置
。育児のノウハウを学ぶ機会の提供
・子育て家庭への保育士訪問サポー トの実施
。子育て中の親同士が議論を通 じて自分なりの子育ての仕方を学ぶ
場

の提供
。子育て支援情報の提供

新生児全戸訪問事業では、全ての乳児のいる家庭を保健師が訪問して、子育て支援に関す
る必要な情報提供を行つている1

妊娠中の方や乳幼児の保護者は、マイ保育園にて育児体験や育児相談、一時保育サービス

など継続的な支援を受けることができる。子育て支援センターでは保育所に入所 していない

児童と保護者に遊びの場を提供 し、親子や友達で一緒に遊びをしながら保育士に相談できる
体制を整えている。

子育て支援情報の提供は、広報などの広告媒体や健康福祉課の窓日等で行つてお り、保護
者の子育てに対する不安を緩和している。

・家庭教育電話相談・家庭教育カウンセリングの実施

じられる体制が整つていないため十分な対応ができてい

ない状況で、具体的に対応できるよう、体制の整備に努める。
専門的知識を活用 し、相談

健 liこ 杵!F群潮1

。保育所等における交流の場の提供
・地域子育て支援拠点の拡充
・子育てサークル等の地域活動の支援

ている。保育所では保護者会や事業を通じて保護者の交流を図つている。
しンターを子 のし、

姓申社,i軽ギく
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④子育てを支援する生活環境等の整備

⑤介護支援策の充実

課題 9 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の確立

(1)地域社会の構成員としての女性の社会参画の促進

①男女共同参画の理解促進

②女性リーダーの育成

③方針の立案・決定過程への参画促進

・公的建築物のバリアフリー化の推進
・妊婦に優 しい環境づくりの推進

庁舎駐車場に専用スペースを設けている。
・健康福祉課

石川支え合い駐車場の設置を4施設において実施 した。
新規に施設を建築するときは、徹底 したバ リアフリー化を推進 している。
ソフ ト事業では子育て世帯の負担軽減のため、こども医療費の自己負担分の窓口支払い

無料化、保育所の多子世帯の負担軽減を実施および任意予防接種の助成等を行つている。
・生涯学習課

駐車場に専用スペース、生涯学習センター内にエレベーターを設けている。
・宝達志水病院

バ リアフリーに対応 した建物となつている。
院内 1階に授乳室 (兼用)、 多目的 トイレにおむつ交換台を設けている。

・地域整備課
特になし。

関係 浄麒 (推 141i照 、地
域惟れ結課、鮭嗚て|“ I壮

I誹 1、  
ア
liサ |:II:干寸ll'lttt、  

′
ii進

志 代病院)

・介護支援策の充実に向け、関連施策の充実

介護者は女性の比率が高いが、男性介護者も公々に増えてきている。介護者が疲弊 しない

ように、介護保険サービス (通所介護や訪問介護・短期入所等)を利用 してもらう。また、
介護者の相談の場を紹介 している。

おむつ交換等の介護をされている介護者に対し、介護用品 (紙おむつ 。尿取パッド等)の
購入費の一部を助成。

健康幅み|:諜

・各種事業、制度の広報 。周知

ヤヽ て 、 ってい

典帯こ水産 ,槃

・研修会等の開催情報の提供

各種団体の女性部に対し、情報を開示 し、積極的な参加を呼び掛けている。

農体水産熙

・農業委員会、農業協同組合等の意思決定の場への女性登用に向け
た啓蒙促進

している。国の に貝1り 、 3地 で人

残林水に黙
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(2)職業人としての能力向上による女性の経営参画の促進

①経営パー トナーとしての経済的地位の向上

②経営者としての能力の向上

③農山漁村の「6次産業化」への取組支援

課題 10 人々が安心して暮らせる環境の整備

(1)生活困難を抱える家庭への支援

①ひとり親家庭の自立支援と生活環境の整備

②経済的困難を抱える子育て家庭への支援

(2)高齢者の自立した生活に対する支援

①高齢者の就業と社会参画の促進

・家族経営協定の必要性を啓発

新規就農者に対 して実施する制度説明時などにおいて、必要性の説明をその都度行つて

いる命

農体′
l、 止

`醐
1

。経営管理能力向上研修の開催および受講支援

ヤ` 、 る

農樹く水rl構 t

・起業のための技術習得、異業種交流等の活動支援および女性起業
者の活動支援農

や制度説明など行政として支援できることを行つていく。

々の ししてし 6

狼林水 1■ ,《

・就業相談から情報提供までの一貫した就業支援
・母子家庭就業支援員の配置
・児童扶養手当の支給
・ひとり親家庭等医療費の助成
,一般相談・養育費相談 。特別相談の実施

子供は窓口無料化、保護者は月千円を超える額を償還給付 している。
相談については、窓口および電話等で課員が対応 している。

について、てはまる について る。

'こ

::f神言れi:}駅

・奨学金制度等にかかる情報提供

つているほ あてに
報提供を行つている。

、ホームペー

ⅢⅢて教ギF静采

・高年齢者雇用促進のための啓発および各種支援制度の周知

公共施設等に関係機関が発行 しているポスターの掲示やパンフレットを設置し啓発に
努めた

^

ね1干撫―il}モ 拳{'梁
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・NPO活 動・ボランティア活動の普及啓発
・ボランティアリーダーの養成
。ボランティア団体の相互交流の促進
・老人クラブ会員相互の交流促進の支援
・社会貢献している老人クラブの活動事例集の作成

生活支援コーディネーターに「生活支援ボランティア養成講座・活動講座」を委託 してい
る。
高齢者の生活ニーズ (買い物やごみ捨て等)を行 うボランティアを 11月 に養成予定。
地域の高齢者が身近な会館などに集まる地域サロンが男女に関係なく気軽に参画できるよ

う活動を支援するとともに、各サロン同士の交流会、リーダー育成にも努めている。
介護予防教室や地域サロンの立ち上げ、お手伝い等のボランティア (介護予防サポー

ター)を 11月 から養成予定。

・学習機会の提供

性別、年代に関係なく、老若男女が共に参加 しやすく楽 しめる講座や教室など公民館講座
の充実により、学習機会の提供に努めている。

・シルバー人材センター事業の実施

高齢者の希望に応 じた就業の機会を確保 し、その就業を援助することにより、高齢者の生
きがいの充実や社会参加の推進を図つた。

建引f持 枠ヽ1:訳

生J,i'半 iW繋

浄i lllf税「:輿 1栞

②地域における支え合いの推進

③在宅サービス等の充実

④施設サエビスの充実

・老人クラブによる高齢者福祉ボランテ
・老人クラブが行 う地域における仲間づ
・地域包括支援センターによる地域見守

ア
リ
ネ

イ

く

り

活動の推進
の推進
ットワークの構築

地区の民生委員・区長や近所の住民等による見守 リネッ トワークを強化 (区長・民生委員
との情報交換・地域ケア会議等)するとともに、安心した暮 らしを支援するため誰でもが参
加できるサロンを立ち上げ、仲間づくりを推進 している。

希望のある老人会クラブに介護予防教室を実施 し、活動の活性化を図つている。

甦上驚稲れ1鷲〔

・身近な相談窓日の整備充実
・地域密着型サービスなど利用者二▼ズに対応 した介護サービス

の拡充

高齢者の身近な相談窓日として、地域包括支援センターや宝達志水病院に医療・介護コー
ディネーターを設置。
地域密着型サービスなど利用者ニーズに対応した介護サービスの拡充については、認知症

対応型共同生活介護は、 5施設、72床。地域密着型介護老人福祉入所者生活介護は、49
床j

小規模多機能型居宅介護は、29名 の整備がされており、充実している。

建サ求航れiギミ

・介護保険施設の計画的な整備および個室ユニット化の推進

介護保険事業計画を策定し、施設整備を計画的に笑施 した。
町指定の施設は個室となつている。

陛章 郁i社訳
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⑤介護マンパワーの養成と確保

(3)障害のある人の自立支援と生活環境の整備

①自立支援と生活環境の整備

(4)バ リアフリー社会の推進

①バリアフリー社会の推進

・介護支援専門員の養成確保
・ホームヘルパー等直接処遇職員の資質向上
。社会福祉分野の求人・求職情報の提供・斡旋

ヤヽる。
町介護支援専門員協会と共に、介護支援専門員の資質向上においても研修会を開催し人材

育成の平等化を図つている。
求人・求職情報の提供 i斡旋は行つていない。

マ ン ワー のあ る の の を促 し め て

健嚇tれ i維 1釆

。障害者施設の整備
け在宅福祉サービスの充実
。生活支援事業の推進
・社会参加促進事業の推進
・障害者職場実習、職場適応訓練制度の利用促進

本人や保護者の意向を十分に把握 し一人一人に合つた計画相談を実施 しサービスを提供 し

ている。
住み慣れた地域での生活を支援するために、「地域生活支援事業」を推進 している。

I じで の

に見合った の内容やあり方、方法を検討 している。

の日 1こ つ いの

健康,11れ |:課

・町民への普及・啓発
・民間・公共施設等のバ リアフリー化の推進

,総務課
庁舎入 り口にスロープ、 トイレに手す り、また、身障者用 トイレを設けている。

・健康福祉課
介護相談者に対 して、転倒予防、自立支援型 ジフォームの提案・助言をしている。
「障害者週間」など機会を提えて障害に対する理解の普及・啓発に努めている。

・生涯学習課
同上のほか、エレベエターを設けている。

・宝達志水病院
バ ジアフリーに対応 した建物となつている。

・地域整備課は特になし。

円係 t卜 1謝t(樅朽報 、地
域1整 体il薄 t、 雌1康

l、 l'litti:

i書と、 /1とた'｀す141ギ 常と、 11,と
′志/k士 :j「 1)
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課題 11 地域における男女共同参画の推進

(1)石川県男女共同参画推進員の活動の促進

①石川県男女共同参画推進員による啓発活動の推進

②石川県男女共同参画推進員の活動支援

(2)地域活動等における男女共同参画の促進

①地域活動への参画の促進

②環境保全活動への参画促進

③消費者団体や消費生活グループ活動への参画促進

④ 教育活動への参画促進

・石川県男女共同参画推進員研修の充実
。各種情報、普及啓発資料の提供

関する情報の提供や研修を行つた。今後は、女性相談員 (担当課女性職員)の配置の必要性
や関係機関のネットワークを構築するためにも、研修会や交流会の開催回数を増やすなど第
3次計画との連携を図る。

つ ニセ ミの イこを通 じ、

生沸:1洋 習球

の同 る お

男女共同参画推進員の紙乏居の出前講座、ふらつとミニセミナー等を通 じ、ノサ女共同参画
に関する情報の提供や研修を行つた。今後は、女性相談員の配置の必要性や関係機関のネン
トワークを構築するためにも、研修会や交流会の開催回数を増やすなど第 3次計画との連携
を図る。

11江弓をギギrk

・石川県男女共同参画推進員が実施する普及啓発活動の支援

町と推進員 との連携を図り、啓発活動や研修会を行 うほか、第 3次計画との連携および推
進を図る。

・町民・事業者・NPO等 の環境保全に関する協働の推進
・環境問題に関する情報の提供や交流の場の提供
・地域における環境学習への支援

り

も

ク

とと

―ンビーチ活動の参加をとおして、関係団体や住民の環境保全とモラル向上に努める
に、依頼により環境学習の出前講座を実施 している。

||1lti碑

講演会、研修会等における啓発並びに消費者団体への支援

消費者 トラブルの情報提供や消費生活相談員および消費生活推進員による啓発活動、被害
防止講座などを実施 している。

11:litill(

。「,きの教育」の推進
・婦人団体等の活動支援
。公民館等の社会教育施設における学習機会の提供

て いへ のPTA を図るための

li江■ギri駅
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⑤ ボランティア活動等への参画促進

(3)災害対策における男女共同参画の推進

①男女共同参画の視点を踏まえた災害対策

・ボランティアの養成
。ボランティア活動への支援
・ボランティア関係情報の収集・提供
。NPO活 動の普及啓発および人材の養成
。NPO活 動支援および協働の推進

。社会福祉協議会でボランティアセンターを運営し、
①養成講座やボランティア交流会を実施している。
②町内小中学校の要請に応じて福祉の授業を開催している。

・山間地高齢者支援ボランティア活動支援
(ひ とつぶのたねの会)       (除 草・除雪支援・介護予防活動)

と学校教育課・生涯学習課は特になし。

門係 イギt ⅢⅢI交 賓iT

講と、 1建
―
瞭榊iれ |:,嘉t(ltirt

竹,i碓 脇1護 と、)、 生Vl:学

iを帝埒

・町地域防災計画や避難所運営マニュアル等の整備促進
・災害時における男女共同参画の視点の必要性の啓発
・相談業務の充実、防犯指導・広報、避難所およびその周辺の警戒

進を図る。
また、女性防災士の育成を図り、女性の視点での災害姑策に努める。

1こ る町 しての

,と 1終 ,tI望
=!
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基本 目標Ⅳ 女性の人権が推進 。養護される社会の形成

課題 12 女性に対するあらゆる暴力の根絶

(1)女性に対するあらゆる暴力への対策の推進

①女性に対する暴力防止についての意識啓発

②セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

。各種広報誌やチラシ等を活用 した啓発活動の実施および「人権週
間」や 「女性に対する暴力をなくす運動」などの多様な機会を
通じた広報啓発活動の実施

・情報推進課
関係活動の撮影等広報媒体をとおした依頼があつた場合には、積極的に協力 していく。

・住民課
広報誌やホームページ、ケーブルテレビなどを活用 した周知や、人権擁護委員による人

権教室の実施や啓発グッズの配布などを実施 している。
・健康福祉課

児童虐待防止推進月間 (11月 )1こ併せて下記を実施 し、町民への周知・啓発を行つた。
①広報およびホームページに児童虐待防止に関する記事を掲載 した。
②街頭キャンペーンを公共施設で実施し、チラシ等を配布した。

・生涯学習課
特に意識啓発に伴う活動はしていないが各部署との連携を図つていく。
内閣府「女性に対する暴力をなくす運動 (H月 12日 ～25日 )」 でポスターの掲示実施。
パープルジボンツジーとメンセ~ジカ~ドの設置 (11月 )な ど情報提供を行つた。
町の文化祭ではマスコントキヤラクターのほっぴ―さんのパープルヅボン着用による啓

発活動も行つたc

・女性に対する暴力をテーマとしたシンポジウム等の開催
。各種広報誌やチラシ等を活用した相談窓日の周知
・各種相談窓日の連携による女性の暴力に関する相談対応能力の

向上
・相談員の養成、育成の促進
。被害者を総合的・継続的にサポー トできるシステムの整備
・女性被害者に接する機関等の合同研究会の開催等連携強化
。女性に対する暴力関係相談機関の連携強化による相談実績の把握

・健康福祉課
高齢者・障害者虐待防止ネットワーク運営委員会を設置している。
高齢者、障害者の虐待に関する通報先を広報している。
虐待の通報時には、マニュアルに基づき、適切に対応している。
高齢者、障害者の虐待予防の研修会を実施。

。生涯学習課
特に意識啓発に伴う活動は、していないが各部署との連携を図つていく。
相談員の養成講座に参加。

。女性 。子どもを対象とした地域安全情報の提供、防犯指導の実施
・安全・安心なまちづくりの推進

特に行つていない。

榔孫 件繊ti購 報lt進
1謗 t、 イ|■rttttt、  i建疇こ士汗持士
市'く 、 ttiど 1:′了:i甘

1'く )

1揖 係基イ耳tt健
―
瞭作ヽ雑

「軒と、 |二ど甘:ギ |ギ !↑く)

すと1義 十予チ常:|:

・広報、研修等による普及・啓発事業の実施

町広報における啓発および町文化祭における啓発パネル展示によつて周知に努めた。
めていく。と

生I学省譲
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(2)配偶者等からの暴力の防止および被害者の保護等の推進

①配偶者等からの暴力の防止・被害者保護対策の推進

②若年層への予防啓発の推進

課題 13 生涯を通じた女性の健康支援

(1)女性の健康づくりの支援

①生涯を通じた健康づくりの支援

・相談支援体制の整備・充実
・各種広報誌やチラン等を活用 した相談窓日の周知

関係部署と連携を図り、対応の充実に努める。
町広報における啓発および町文化祭における啓発パネル展示によつて周知に努めた。

・暴力抑止相談・カウンセ ツングの実施

実施 していない。

・警察、児童相談所等関係機関との連携、協力

・健康福祉課
関係機関と連携を密にして情報を共有している。非常時にはショー トステイ等の活用に

より対応する。
・生涯学習課

青少年育成センターを中心に警察と連携 し、町内の主要箇所を中心にパ トロールを実施
した。

||:洋:ritギギ脳(

雄なす(格 i額 :「《

開係静課 1鍵疎幅・揮:

,繋 、 ′
ti出:fl評 itミ )

。人権尊重の視〕点に立った男女平等教育の推進

人権尊重の精神を身につけ育てることを目標に、各小中学校で指導計画を立て人権教育
を推進 している。
人権教育はすべての教育活動を通して指導を行つている。 「差別」について考える月間

を設け、性差別や障害者差別などについて考える機会を持つている。

・交際相手からの暴力 (デー トDV)防 止セミナー等の情報提供

関係機関と連携を密にして対応の充実に努め、被害者の状況およびニーズを的確に把握
し、町広報やホームページを活用し情報の共有および提供に努める。

riた 交ヽ1賓ギ〆,梁

生11:Ⅲ i生 習1槃

・各種健康診査の精度向上
・広報誌・啓発冊子による広報・啓発

る。
その結果、メタボジックシンドロームの該当者およびその予備軍には、その検診結果に基

づき、重症化を予防するため、家庭訪問による特定健診指導を行っている。今年度は、女性
だけの検診日 (レディースデイ)を複数日にした。

また、広報誌、ケーブルテレビなどによる広報・啓発においてもその内容を吟味し、充実
化を目指している。

るしている に 、 してい
'と

11(´ |く iI Iイ注i笙 生
||
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②子官がん、乳がん、骨粗しよう症等の予防対策の推進

③性に関する適切な教育・啓発・相談の推進

(2)妊娠・出産等に関する女性の健康支援

① 妊娠から出産・育児に至る一貫した母子保健対策の充実

②周産期・小児医療体制の充実

・がん検診の受診率向上のための普及啓発
・子宮がん、乳がん検診の広域的な実施体制の整備
・カルシタムアップなどの食生活改善の普及啓発

がんの早期発見・早期治療のためがん検診の受診率向上を目指している。特に働き盛 りの
40歳～60歳 の方に対 して、がん検診の積極的な受診につながる施策を実施 し、女性特有の乳
がん、子宮頸がんについて啓発 しているほか、年に数回ではあるが女性だけの検診 日 (レ

ディースデイ)を設定し、受診 しやすい体制づくりを図つている。
また、町食生活改善グループが中心となり、地域でのカルシウムアップなど食生活の改善

を図つている。

雄I賛
ツ)く |'サイれ強iヽ

・学校教育活動全体を通じた性教育の充実

保健体育の時間を中心に行つている。例えば、中学校1年生では、「′い身の発達と心の発
達」という単元で、体の成熟にともなう性的な発達について学習する。相談については、
アンケー トや教育相談の時間を設けている。また、保健室で養護教諭に様々な悩みを打ち
明けたり、スクールカウンセラーを活用したりするなど、悩みに対処できるよう備えてい
る。

・女性なんでも相談等相談事業の実施

実施 していない。

1手を技教育課

建康持Fiれ !!諜 、鮭漿flく

イ)挿ii佐 午il

・妊娠初期から一貫した健康管理
・不妊相談と不妊治療費の助成
・多胎児、低出生体重児家庭等への支援

る。
不安を抱える保護者には訪問や相談を実施している。育児不安や家族関係に悩み孤立をし

ている保護者が自分の気持ちを語り、また、同じ立場の人の話を聞くことで自分自身を振り
返り安心感を持つて育児ができることを目的に、グループケア「ママの会」を開催してい
る。
不妊治療は一般的不妊治療、特定不妊治療、不育治療の治療費の一部を助成、また未熟児

については医師が認めた養育医療費を町等が負担しており、子育て世帯の経済的負担を緩和
している。

で つてい

建持無縮れ士1繋

」産科・小児科医等の確保に向けた取組の実施
・子どもの急病時の対処法や適正受診の在り方についての普及啓発

広報、ケーブルテレビなどの広告媒体に適切に周知している。

。子どもの事故防止に関する啓発の推進

・健康福祉課
広報、ケーブルテレビなどの広告媒体に適切に周知している。

・学校教育課
遊具等の点検を行つたり、集会時等に注意喚起を促したりしている。

健綴fttli碑 :謀

譲、建|,こ |ヽ ||:誹 ,

学1係 件子繊!1学校数古
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(3)女性の健康に大きな影響をもたらす問題についての対策の推進

①HIV/エイズ、性感染症対策の推進

②薬物乱用防止対策の推進

③喫煙・飲酒の影響対策の推進

・HIV/エ イズ、性感染症についての正しい知識の普及のための
講演会等の実施

県や関係機関と連携 し、状況に応 じて検討する。

。学校における教育の推進

HIV/エ イズなど性感染症については、中学校 3年生が保健体育の時間で学習する。人
の健康に影響をもたらす病気について男女ともに学習する。その際、その病気の人が差別を
受けることのないよう正 しい知識を与える。

・HIV/エイズ、性感染症の予防と相談検査体制の整備

県や関係機関と運携 しなが ら、体制づ くりを検討する。

終とす葉ア|く り難 iと ||

デ
:|,こ 教育1球

罐士貯下デく!)雄准■|

・薬物乱用防止推進のための街頭キャンペーンの実施や情報メディ
アを活用 した啓発の推進

町広報誌、パンフレン ト等の配布のほか、ポスター掲示による普及を図つている。

・学校における教育の推進

薬物に関しては,外部講師を招き「薬物乱用防止教室」を行っている。

れと頌こrlく  `′ 与催ilと

=|

ギ>校 教 1!下 諜

・喫煙・飲酒の女性に及ぼす影響についての広報・啓発

パンフレッ ト等の配布やポスタィ掲示による普及を図つている。

・児童生徒への指導

保健体育の時間に「健康な生活と病気の予防」という単元で喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
について指導している。

lア ,ド 1扇tr'く り|十t,とこ工|

′
;々 1女 イ々了薄1終
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課題 14 メディアにおける人権の尊重

(1)メ ディアにおける人権尊重のための取組の推進

①インターネットを含む各種メディアの自主的な取組のための情報提供

②メディア・リテラシーの向上

③インターネント等新たなメディアにおけるルールの確立に向けた取組

④町が発行する広報等の表現の配慮

・関係業界の自主規制のための情報提供

て い石川県の取 り

査i予王Fitittf照

。学校教育、社会教育を通じた情報教育の推進

・字1父
~教

育課
国語の時間を中心に全教育活動で,例えば新聞記事を読み比べるなどし,情報に対する

感覚を養い,適切に情報を受け取る力を養っている。
受け取るだけでなく発信する力の育成について総合的な学習の時間を中心に行つてい

る。
・生涯学習課

インターネットに潜む危険性から、子どもたちを守るため、石川県が作成するパンフレ

ットを各学校に配布 し、情報モラル意識の高揚に努めている。

開1係各課 (学校教デゞ
、 4i濃 :|)を

!習
ijl黒 )

・青少年携帯電話啓発事業
・フィァレタジングサービスに関する講習会および広報の実施

県生涯学習課主管の「親子のホンとネット大作戦ス トロング」のパンフレットを活用
し、生徒はもちろん、PTA総 会で保護者にもインターネットの恐ろしさを伝えるとと
もに家庭でのルール・マナーづくりを啓発 している。
パンフレットの配布や学校からの各種おたよりでも啓発を行つている。

・生涯学習課
年 2回、青少年育成委員会議で携帯電話およびフィルタリングサービスに関する講習

会を設け、インターネット利用における情報閲覧の制限や受発信を制限するなどに周知
に努めている。

係
　
ヽ

幹

謀
(■使教育
>平ギi礫 )

課

涯

各

生

しについて、 じて、の

請
・情報推進課

人権に対する配慮に久けた内容について表現することは、慎んでいく。
・生涯学習課

町の発行する広報などについて、固定的な役割分担の表現や不平等な表現になつてい
ないかを男女共同参画の視点で点検し、必要な見直しを行つていく。

斎報推 iと 諜、生江学背蕩i
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